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令和8年度 重症心身障がい児者看護人材育成研修 
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令和8年度 重症心身障がい児者看護人材育成研修 要項 

 

１ 目的 

  重症心身障がい児者およびその家族の抱える課題を理解し、その看護の知識・技術を高め 

 重症心身障がい児者の生活を支える看護サービスが提供できる看護人材を育成する。 

 

２ 目標 

１）重症心身障がい児者およびその家族が抱える課題を理解する。 

２）重症心身障がい児者の看護に必要な基本的な知識・技術・態度を習得する。 

３）重症心身障がい児者の生活を支える看護サービスおよび活用できる制度を理解する。 

４）看護の視野を広めるとともに、重症心身障がい児者の看護の実際を学び、対象に適し    

た看護サービスが提供できる能力を習得する。 

 

,３ 主催 

  岐阜県  ※岐阜県が公益社団法人岐阜県看護協会に委託し実施する。 

 

4 受講対象者および定員 

１）保健師、助産師、看護師および准看護師の実務経験 3 年以上を有する者 

２）重症心身障がい児者の看護および小児の訪問看護に関心がある県内で就業中または、 

   就業希望の看護職、職場復帰を考えている潜在看護職 

３）すべてのプログラムに参加できる者 

４）30 名程度 

 

５ 研修期間と時間 

令和 8 年 5 月 27 日（水）～ 令和 9 年 2 月 12 日（金） 

時間：9 時 30 分 ～ 16 時 30 分   1 日 6 時間 

 

６ 申込方法 

  岐阜県看護協会ホームページ参照   

「岐阜県看護協会オンラインシステムマナブル」より申し込み 

 

７ 応募期間 

  令和 8 年 4 月 1 日（水） ～ 令和 8 年 4 月 15 日（水） 

 

８ 【問い合わせ先】  

   公益社団法人 岐阜県看護協会  

   医療的ケア児支援センター 

   重症心身障がい在宅支援センターみらい 平日 9 時～16 時 

      058－275－3234  E-mail  mirai@gifu-kango.or.jp 

 

９ 受講決定 

  選考会議において決定し、マナブルにて承認後、本人に事務連絡と共に文書にて通知する。 

       

10 重症心身障がい児者看護人材育成研修内容 

講義（オンライン配信及び集合研修）11 日、実習 1 日 

単位制 全 5 単位（総計 78 時間うち実習 6 時間を含む） 詳細は別紙 1 参照 


